
平成26年地方分権改革に関する提案募集提案事項

管理番号

提案事項
（事項名）

消費者庁最終的な調整結果
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｜消費者安全法に基づく勧告・命令等の権限移譲

nu
－
 

a

“．一
番一通一項一事

一
他

点
一
切

重
厚

r
野分案提

ー

提案団体 ｜東京都

制度の所管・関係府省

戸蔽古商費者庁）

求める措置の具体的内容

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付与及び報告徴収対象の拡大をすること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

［現在の制度】

平成24年8月に改正され、平成25年4月に施行された消費者安全法において、同法第2条第5項第3号

に規定する財産に関する事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の同

意を前提に地方自治体に委任されることになった。

【制度改正の必要性】

現在、地方自治体は、報告徴収，立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が固に留保されてお

り、消費者の財産被害拡大防止のための迅速な対応の妨げになっている。

例えば、都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当該

事案が「すき間事案」に該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その聞に消

費者被害が拡大することが懸念される。

そこで‘消著者安全法による固からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴取・立入調査だけでな

〈．勧舎・命令存行弓こ止ができるよう、並行権限巷付与していただきたい内

また現在、地方自治体が報告徴収等を行うことができる対象は、当該地方自治体の区域内に所在する事

業者に限られている。このため、都民が被害にあっても都外の事業者であれば対応することができないこと

から、その対象を当該地方自治体の区域外に所在する事業者まで拡大していただきたい。

これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止

することで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

根拠法令等

消費者安全法第40条、第44条、第45条

消費者安全法施行令第9条



各府省からの第1次回答 回答区分［E 提案の実現に向肘対応を検討

【勧告・命令に係る並行権限の付与について】

i自普者安全法に基づ〈勧告・命全権限の地方公共国体への位与に蚤たっては＝消費者安全法に基づく措

置要請の運圏状i1L固によii泊費者安全法に基づく勧告・命全の執行状jg，地方公表国体にさ益報告徴

収・立入調査権限の霊任状i..＆に鑑みs適切と認められ丞時虚で検討査進めていく必要が盈益と考えられ畳E

茎なs検討に際しては当法制的主観虚からの妥当性牽含め包囲係府省斤及び他の道府県査含む地方公共

国体の意貝査聞童s固意牽得往がら進めていく必要がRiiと考えられii,
（詳細は別紙）

【地方公共団体の区域外への報告徴収権限等の拡大】

消費者安全j去に基づく報告徴収・立入調査権限の地方公共団体区域外への拡大にあたっては、勧告・命

令権限の付与と同様、地方公共団体による報告徴収・立入調査権限の受任状況に鑑み、適切と認められる

時点で検討を進めていく必要があると考えられる。また、検討に際しては、法制的な観点からの妥当性を含

め、関係府省庁及び他の道府県を含む地方公共団体の意見を聞き、同意を得ながら進めていく必要がある

と考えられる。

（詳細は別紙）

各府省からの第1次回答を踏まえた提案団体からの意見

【勧告・命令に係る並行権限の付与について】

都に盆いて調査等査行い泊費者庁に措置要求査行った場含量消費者庁で事実関係の確認や当該事案が

「す童室事案 lに該当す益かど空かについて再検証査行ヨため三時間査要す益ことと~~，歪の聞に消費者被

警が拡大す盈ことが懸念室れii. まらに当事業者が所在歪盟に~こと等に.！；仏勧告・命全等に室で至ら益

いことが懸念されるの

.！；って， j自警者の財産被害拡大防止のための迅速を対I杢が可能と荏益率2，権限移謹について引童続童当

検討されたいの

【区域外への報告徴収の権限等の拡大について】

被害が発生している地方公共団体が立入調査・報告徴収することができず、事業者の所在地ではありな

がら、被害実態を把握していない地方公共団体が調査を行うことは、効率的ではない。

勧告・命令に係る権限が移譲された際には、区場外への報告徴収等についても実行できるよう、権限の移

議について検討されたい。

全国知事会からの意見

提案団体の提案に沿って、消費者の財産被害拡大防止に係る事業者への対応について、迅速な対応がと

れるよう勧告・命令等の権限移譲を講ずるべき。

全国市長会・全国町村会からの意見

【全国市長会】

市への移譲については、手挙げ方式による移譲を求める

重点事項58項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

目。消費者庁における勧告命令の実績が少なく、専門的な知見やノウハウの蓄積が不十分である現状で

は、都道府県への権限移譲が困難であるとのことだが、能力や意欲のある自治体に権限を移譲することが、

消費者行政にとって固にとっても自治体にとっても良いことであり、並行権限を付与すべきと考えるが、この

場合何か具体的な支障はあるのか。

各府省からの第2次回答 回答区分［E提案の実現に向けて対応を検討
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1勧告・命令に係る並行権限の付与について

消費者安全法の財産分野｛こ関する勧告・命令を都道府県が行えるようにするとの方向性について反対する

ものではない。

ただ、権限付与に当たっては、以下のとおり、実態面・法制面で検討・整理すべき事項が多くあり、その整

理には相応の期間を要する。

『婁熊面での施計・整理が必専な事項1
(1）都道府県への報告徴収・立入調査権限の季任に’コいて‘すベての都選府県が号任しているわけではな

乙憂任している団体においても権限行使の婁舗がないことから‘主ずI土都選府県に立入調査・報告徴収の

権盟存豊任していた戸主号任しでい¢，鐘舎徴収・立入調査や固に対する措置要請容積極的に活用してい

主主三必霊ι

(2）勧舎・命令はJ隙聞事案Iが対象であり‘都道府県が符号場合には‘当該都E首府県が関係する百T齢件

がある法律容所管する省斤への照会存行弓こととなるトめ‘消費者斤のみならず聞係府省庁からも意見を

聴取し‘理解存得る必耳ι
(3）手拳1-f方式で権限付与事行った場合には‘国と都道府県の間あるいは裡数の都道府県の聞の役割l分

担・連携体制が複雑化するほか、他の消費者関係法では‘権限付与の環境が理事っト陸陪で全国一律に権

限付与事行っており、他の消費者聞係法と比按L.特に手挙1-f方式存採用するこ止が必要である理由につい

て検討・草書理事行弓必車内

f法制面での検討・轄廻が必専な事項1

(1) 勧舎・命令については、勧告等の必要性客的確に判断することがで者る消費者斤に認められているもの

であるところ、消費者斤に認められた権限と問答の勧舎・命令権限多都讃府県に付与するこ止が百T静かにつ

いて検討・整理が必要R

(2）命令については．事前の消費者委員会の意見聴取の手続が規定きれているところ‘都道府県が命令存

行弓際にヰ，消費者委員会の意見を聞く手続が必要であり‘消費者季邑会の理解脊得ることが必要内

2 地方公共団体の区域外への報告徴収権限等の拡大について

都道府県への勧告・命令権限の付与と併せて区域外への報告徴収・立入調査権限を付与することについ

ては、勧告・命令権限の付与の検討・整理を踏まえて行う必要。

ただし、勧告・命令権限の付与と独立して、希望する団体に対し、区域外への報告徴収・立入調査権限を

付与することについては、特段の支障はないと考えられる。

（別紙あり）

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（平成27年1月30日閣議決定）記載内容

4【消費者庁】

( 1 ）消費者安全法（平21法50)

( ii ）多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対する勧告（40条4項）及び命令（40条5項）について

は、現行制度の下で共同調査の実施など固と地方の連携を強化しつつ、希望する都道府県に権限を付与す

ることについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

3 



平成26年地方分権改革に関する提案募集提案事項

管理番号

提案事項
（事項名）

消費者庁最終的な調整結果

巨士コ提案区分~竺
｜消費者安全法に基づく勧告・命令等の権限移譲
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提案団体 ｜東京都

制度の所管・関係府省

戸高：消費者庁）

求める措置の具体的内容

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付与及び報告徴収対象の拡大をすること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

［現在の制度】

平成24年B月に改正され、平成25年4月に施行された消費者安全法において、同法第2条第5項第3号

に規定する財産に関する事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の同

意を前提に地方自治体に委任されることになった。

【制度改正の必要性】

現在、地方自治体は、報告徴収・立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が固に留保されてお

り、消費者の財産被害拡大防止のための湿速な対応の妨げになっている。

例えば、都において調査等を行い消費者斤に措置要求を行った場合、消費者斤で事実関係の確認や当該

事案が「すき間事案』に該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その聞に消

費者被害が拡大することが懸念される。

そこで、消費者安全法による固からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴収・立入調査だけでな

く、勧告・命令を行うことができるよう、並行権限を付与していただきたい。

また現在‘地労自治体が報告徴収書草脊行弓ことがで告7.i対象は、当該的方自治体の区域肉に所在する事

業者に限られでい7.i肉このため‘都民が被害にあっても都外の事業者？あれl:t対応することができないこと

から．干の対象存当該地方自治体の区縫外に所在する事業者まで拡大していただきたい内

これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止

することで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

根拠法令等

官五喜安全法第40条、第44条、第45条

消費者安全法施行令第9条
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各府省からの第1次回答 回答区分［E提案の実現に向けて対応を検討

［勧告・命令に係る並行権限の付与について】

消費者安全法に基づく勧告，命令権限の地方公共団体への付与にあたっては、消費者安全法に基づく措

置要請の運用状況、固による消費者安全法に基づく勧告・命令の執行状況、地方公共団体による報告徴

収・立入調査権限の受任状況に鑑み、適切と認められる時点で検討を進めていく必要があると考えられる。

また、検討に際しては、法制的な観点からの妥当性を含め、関係府省庁及び他の道府県を含む地方公共団

体の意見を聞き、同意を得ながら進めていく必要があると考えられる。

（詳細は別紙）

『鮒1方公共団体の区捜外への報告徴収権限筈の拡大1

消費者安全法に基づく報告徴収・立入調査権限の地方公共団体区域外への拡大にあたっては‘勧告・命

令権限の付与と問様、地方公共団体による報告徴収・立入調査権限の受任状現に鑑み‘適切と認められる

時点で検討寄進めてい〈必塞があると者呈られる”また‘検討に際しでは‘法制的な観点からの妥当性存含

め．聞係府省芹及びlib.の道府県存合オ？却＇・完全共団体の煮開事聞去間意存得ながら準めでい〈必専がある

主主主主生盈L

（詳細は別紙）

各府省からの第1次回答を踏まえた提案団体からの意見

【勧告・命令に係る並行権限の付与について】

都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当該事案が

「すきま事案JIこ該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することとなり、その聞に消費者被

害が拡大することが懸念される。さらに、事業者が所在不明になること等により、勧告・命令等にまで至らな

いことが懸念される。

よって、消費者の財産被害拡大防止のための迅速な対応が可能となるよう、権限移譲について引き続き、

検討されたい。

『区按外への輯舎徴阪の権限等の拡大1：：・ついて1

被害が発生している地方公共団体が立入謂杏・報舎徴収することがで者ず‘事業者の所在地ではありな

がら．被害婁熊事相』揮していない跳方公共団体が調杏存行弓こ止l土．効率的ではないR

勧告・命令に係る権限が移譲きれた際には‘区波外への報舎徴収等についても婁符で者るよ号‘権限の移

譲についで袷討合れトいR

全国知事会からの意見

提案団体の提案に沿って、消費者の財産被害拡大防止に係る事業者への対応について、迅速な対応がと

れるよう勧告・命令等の権限移譲を講ずるベき。

全国市長会・金園町村会からの意見

【全富市長会】

市への移譲については、手挙げ方式による移譲を求める

重点事項58項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

0 消費者庁における勧告命令の実績が少なく、専門的な知見やノウハウの蓄積が不十分である現状で

は、都道府県への権限移譲が困難であるとのことだが、能力や意欲のある自治体に権限を移譲することが、

消費者行政にとって国にとっても自治体にとっても良いことであり、並行権限を付与すべきと考えるが、この

場合何か具体的な支障はあるのか。

各府省からの第2次回答 回答区分［s手挙l均式により実施
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1勧告・命令に係る並行権限の付与について

消費者安全法の財産分野に関する勧告・命令を都道府県が行えるようにするとの方向性について反対する

ものではない。

ただ、権限付与に当たっては、以下のとおり、実態面・法制面で検討・整理すべき事項が多くあり、その整

理には相応の期間を要する。

［実態面での検討・整理が必要な事項】

(1）都道府県への報告徴収・立入調査権限の委任について、すべての都道府県が受任しているわけではな

く、受任している団体においても権限行使の実績がないことから、まずは都道府県に立入調査・報告徴収の

権限を受任していただき、受任している報告徴収・立入調査や固に対する措置要請を積極的に活用していた

だく必要。

(2）勧告・命令I立、「隙間事案」が対象であり、都道府県が行う場合には、当該都道府県が関係する可能性

がある法律を所管する省庁への照会を行うこととなるため、消費者庁のみならず関係府省庁からも意見を聴

取し、理解を得る必要。

(3）手挙げ方式で権限付与を行った場合には、固と都道府県の問あるいは複数の都道府県の聞の役割分

担・連携体制が複雑化するほか、他の消費者関係法では、権限付与の環境が整った段階で全国一律に権

限付与を行っており、他の消費者関係法と比較し、特に手挙げ方式を採用することが必要である理由につい

て検討f整理を行う必要。

【法制面での検討・整理が必要な事項】

(1）勧告・命令については、勧告等の必要性を的確に判断することができる消費者庁に認められているもの

であるところ、消費者庁に認められた権限と同等の勧告・命令権限を都道府県に付与することが可能かにつ

いて検討・整理が必要。

(2）命令については、事前の消費者委員会の意見聴取の手続が規定されているところ、都道府県が命令を

行う際にも消費者委員会の意見を聞く手続が必要であり、消費者委員会の理解を得ることが必要。

2 地方公共団体の区埠外への趨舎盤版権限等の拡大に・ついて

都猶府県への勧告・命令権限の付与と併せて区域外への報告徴収・立入調査権限手付与することについ

ては、勧告・命令権限の付与の検討・整理存踏まえて行う必要内

ただし‘勧告・命令権限の付与と独立して‘希望する団体に対し‘区埠外への趨告徴収・立入調査権限を

付与することについては‘特段の安嘩はない止者えられる”

（別紙あり）

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（平成27年1月30日閣議決定）記載内容

4【消費者庁】

( 1 ）消費者安全法（平21法50)

( i ）希望する都道府県等に権限が付与されている、事業者に対する報告徴収及び立入調査等（施行令9

条）については、その対象を当該都道府県等の区域外に所在する事業者にも拡大する。

6 


